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様式２ 

 

生産行程管理業務規程 

 

作成日：平成 27年 ５月 22日 

更新日：令和 ６年 ３月 25日 

 

１ 作成者 

住所（フリガナ）：（〒834-0063）福岡県
フクオカケン

八女市
ヤ メ シ

本村
モトムラ

420－１ 

名称（フリガナ）：八女
ヤ メ

伝統本
デントウホン

玉露
ギョクロ

推進協
スイシンキョウ

議会
ギ カ イ

 

代表者（管理人）の氏名：会長 松延 伸治 

ウェブサイトのアドレス：－ 

 

２ 農林水産物等の区分 

区分名：第 32類 酒類以外の飲料等類 

区分に属する農林水産物等：茶葉（生のものを除く。） 

 

３ 農林水産物等の名称 

名称（フリガナ）：八女
ヤ メ

伝統本
デントウホン

玉露
ギョクロ

、Traditional Authentic YAME GYOKURO 

 

４ 明細書の変更 

八女伝統本玉露推進協議会は、法第 16条第１項の変更の登録を受けたときは、当該変

更の登録に係る明細書の変更を行うものとする。 

 

５ 明細書適合性の確認 

（１）生葉生産方法の確認 

八女伝統本玉露推進協議会（以下「協議会」という）は、生葉生産者に被覆開始日、

被覆資材等を記載した栽培履歴（福岡八女農業協同組合茶業部会の生産履歴記入票、

以下「生産履歴」という）を収穫後に提出させ、その記載内容を確認することで、生

葉生産の方法を遵守しているか否かを判断する。 

また、協議会は、生葉生産者に対し、生産履歴の書類を基に聞き取り調査を実施し、

生葉生産の方法を遵守しているか否かを確認する。なお、生葉生産の方法が遵守され

ていないことが疑われる場合は、協議会は、臨時に現地調査を実施するとともに適正

な指導を行う。 

（２）荒茶加工方法の確認 

協議会は、生葉生産者に対し、生葉生産地域内の荒茶加工場が発行した伝統本玉露

製造証明書（生葉生産者名、製造日、伝統本玉露製造量等を記載。茶工場長名で生葉

生産者に発行される）又は荷受・出荷伝票を加工終了後に提出させ、その記載内容を

確認することで、荒茶加工方法を遵守しているか否かを確認する。また、荒茶加工開

始前に荒茶加工場の製茶機械の整備状況（各工程の製茶機械の配置状況及び正常動作
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の確認等）及び加工者の状況を聞き取り調査する。 

なお、協議会は、荒茶加工方法が遵守されていないことが疑われる場合には、臨時

に、現地調査を実施するとともに適正な指導を行う。 

（３）仕上げ加工方法の確認 

協議会は、仕上げ加工業者に仕上げ原料量（八女伝統本玉露荒茶量が確認できる書

類：茶取引センター落札表又は上記（２）の伝統本玉露製造証明書の写し、上記（２）

の荷受・出荷伝票のいずれかを添付）、仕上げ製品量を記載した仕上げ加工履歴を作

成・提出させ、その記載内容を確認することで、仕上げ加工方法を遵守しているか否

かを確認する。 

なお、協議会は、仕上げ加工方法が遵守されていないことが疑われる場合には、臨

時に、現地調査を実施するとともに適正な指導を行う。 

 

６ 明細書適合性の指導  

（１）生葉生産方法について 

協議会は、生葉生産方法に従った生葉生産が行われていない場合には、生葉生産者

に対し、警告を発し、是正を求める。 

なお、警告を受けたにもかかわらずこれに従わない場合は、協議会は当該生葉生産

者について、八女伝統本玉露の原料として荒茶加工場に出荷及び加工委託することを

禁止できるものとする。 

（２）荒茶加工方法について 

協議会は、荒茶加工方法に従った荒茶製造が行われていない場合には、生葉生産者

及び荒茶加工業者に対し、警告を発し、是正を求める。 

なお、警告を受けたにもかかわらずこれに従わない場合には、協議会は当該生葉生

産者及び荒茶加工業者について、八女伝統本玉露の原料として荒茶を出荷することを

禁止できるものとする。 

（３）仕上げ加工方法について 

協議会は、仕上げ加工方法に従った生産が行われていない場合には、仕上げ業者に

対し、警告を発し、是正を求める。 

なお、警告を受けたにもかかわらずこれに従わない場合には、八女伝統本玉露推進

協議会は当該仕上げ加工業者について、地理的表示・登録標章を付して出荷及び販売

することを禁止できるものとする。 

 

７ 地理的表示等の使用の確認 

（１）協議会は、前記５（３）の確認の際に、生葉生産、荒茶加工及び仕上げ加工方法の

各基準を満たして生産・製造された最終製品が包装されたものに対してのみ、地理的

表示である「八女伝統本玉露」及び登録標章が使用されているか否かを確認する。な

お、年間数回、地理的表示である「八女伝統本玉露」及び登録標章を使用している者

及びこれらの使用がされている物（例えば、包装資材等）についても確認する。 

（２）協議会は、前記７（１）の確認の際に、以下の最終製品があるか否かを確認する。 

① 生葉生産、荒茶加工及び仕上げ加工方法の各基準のいずれかを満たしていない最

終製品であるにもかかわらず、地理的表示である「八女伝統本玉露」及び登録標章
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が使用されている最終製品 

② 地理的表示である「八女伝統本玉露」のみが使用されている最終製品 

③ 登録標章のみが使用されている最終製品 

 

８ 地理的表示等の使用の指導 

協議会は、前記７（１）の確認の際に、以下に該当する場合は、生産業者に対し、警

告を発し、是正を求める。なお、警告を受けたにもかかわらずこれに従わない場合には、

協議会は、当該生産業者について「八女伝統本玉露」の名称を付して出荷及び販売する

ことを禁止できるものとし、これに従わない場合は除名することができる。 

① 生葉生産、荒茶加工及び仕上げ加工方法の各基準のいずれかを満たしていない最

終製品であるにもかかわらず、地理的表示である「八女伝統本玉露」及び登録標章

を使用した場合 

② 地理的表示である「八女伝統本玉露」のみを使用している場合 

③ 登録標章のみを使用している場合 

 

９ 実績報告書等の作成等 

協議会は、１月１日から 12 月 31日までを１年度として、年度終了後２ヶ月以内に以

下の書類を作成し、農林水産大臣に提出する。 

（１）特定農林水産物等審査要領別添５「生産行程管理業務審査基準」別紙により作成し

た生産行程管理業務実績報告書 

（２）生産行程管理業務の対応実績が分かる資料として以下の資料 

① 協議会の構成員である生産業者が作成し、本協議会事務局に提出させた資料の概

要、及び検査の記録 

② 現地確認の記録 

（３）提出時における最新の明細書 

（４）提出時における最新の生産行程管理業務規程 

 

10 実績報告書等の保存 

協議会は、前記９により作成提出した書類に加えて以下の書類を、福岡八女農業協同

組合総合販売部茶業課（福岡県八女市本村 420-１所在）に、その提出の日から５年間、

保存するものとする。 

（１）協議会の構成員である生産業者が作成し、本協議会事務局に提出させた資料 

 

11 連絡先 

住所又は居所：  

宛名：    

担当者の氏名及び役職：  

電話番号：  

電子メールアドレス：  




